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第４章 都市機能誘導区域・誘導施設 
 

   本章では、目指すべき都市の骨格構造で示した拠点毎に設定を行う都市機能誘導区域と、
各都市機能誘導区域に設定する誘導施設について整理しています。 

  また、日常生活の利便性の確保に寄与している既存施設の継続的な立地を保全するため、
本市独自の都市機能保全区域も設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆各区域等の関係性 

立地適正化計画区域 
＝都市計画区域（本市の場合は全域） 

市街化区域 

居住誘導区域 
⇒市街化区域の中に定めます 

出典：国土交通省資料(一部加工) 

都市機能誘導区域 
⇒原則、居住誘導区域の中に定めます 
⇒各拠点等、複数の箇所に定めること

が出来ます 

誘導施設 
⇒都市機能誘導区域毎に定めます 
（誘導施設がない場合、都市機能 
誘導区域は定めることが出来ません） 

都市機能保全区域（本市独自） 
⇒原則、居住誘導区域の中に定めます 
⇒日常生活の利便性の確保に寄与して

いる施設の継続的な立地を保全する
区域 
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（１）都市機能誘導区域の設定の基本的な考え方 

   都市機能誘導区域は、商業・医療・福祉等の都市機能を都市拠点、地域拠点等に誘導す
ることにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４－１ 都市機能誘導区域の設定方針 

≪望ましい区域像≫ 

○各拠点地区の中心となる駅、バス停や公共施設から徒歩、自転車で容易に回遊するこ

とが可能で、かつ、公共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置、土地利用の実態

等に照らし、地域としての一体性を有している区域 

○鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域などの既に都市機能が一定程度充実して

いる区域や、公共交通により周辺から容易にアクセスできる区域 
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（２）都市機能誘導区域の設定の考え方 

   都市機能誘導区域の設定における考え方を以下に整理しています。 
 

１）生活圏の核における都市機能誘導区域の設定 

   12 地区毎に設定した生活圏の核については、以下の設定フローに基づき都市機能誘導
区域を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈前提〉 拠点毎の特性や拠点間の役割に応じて半径 800～500m 圏等の仮区域を設定 

⇒拠点毎の特性や拠点間の役割に応じて、拠点規模としての半径800～500m圏をもとにした仮区域を

設定する。その仮区域を参考にして、これ以降のチェック項目により、区域設定を行うものとする。 

⇒圏域の設定にあたっては、以下の拠点間の相関関係を踏まえ、拠点中心部から半径 800ｍも
しくは 500ｍを設定した。 

 ○都市拠点・追浜駅周辺・京急久里浜駅周辺は、都市機能を重点的に配置するため拠点中心部か
ら半径 800ｍとした。衣笠駅周辺は、中央地区に次ぐ居住人口である衣笠行政センター管内で
あるため、半径 800ｍとした。林交差点周辺は、広域な西地域の拠点であるため半径 800ｍ
とした。 

○その他の拠点は、一般的に高齢者徒歩圏と言われている半径 500ｍとした。 

◆都市機能誘導区域の設定フロー（生活圏の核） 

目指すべき都市の骨格構造での「生活圏の核」 

プラスの視点 
（積極的に誘導施設の立地等を図る箇所） 

 

マイナスの視点 
（都市機能誘導区域の設定にあたり 

考慮すべき箇所） 

(

横
須
賀
中
央
駅
・
汐
入
駅
・
横
須
賀
駅
・
平
成
町
周
辺) 

都
市
拠
点 

追浜駅周辺 

【各エリアの拠点】 

北部エリア 

衣笠駅周辺 

中部エリア 

京急久里浜駅周辺 

南部エリア 

【中拠点】 【小拠点】 

京急田浦駅周辺 

林交差点周辺 

浦賀駅周辺 

北久里浜駅周辺 

YRP 野比駅周辺 

大楠山入口交差点周辺 

荒崎入口交差点周辺 

半径 800m 圏で設定 

【都市拠点】 
①横須賀駅周辺 
②汐入駅周辺 
③横須賀中央駅周辺 
④平成町周辺の中心市街地 

【地域拠点】 
①追浜駅周辺      ⑤浦賀駅周辺 
②京急田浦駅周辺   ⑥京急久里浜駅周辺 
③衣笠駅周辺      ⑦ＹＲＰ野比駅周辺 
④北久里浜駅周辺   ⑧林交差点周辺の拠点市街地 

【地区の生活拠点】 
①荒崎入口交差点周辺   ②大楠山入口交差点周

 

堀ノ内駅周辺 

京急大津駅周辺 

馬堀海岸駅周辺 

東部エリア 

京急長沢駅周辺 

津久井浜駅周辺 

逸見駅周辺 

県立大学駅周辺 
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【プラスの視点】 都市機能誘導区域への設定が相応しい箇所の抽出  

⇒以下の条件を満たす箇所は、都市機能誘導区域への設定が相応しいものとする。 

 

 
条 件 内 容 

①用途地域の指定状況 

○用途地域の指定状況の考慮は、原則、以下の条件とする 
 

②生活利便施設の 
既存立地状況 

○既に立地する生活利便施設のうち、誘導施設となる場
合は維持の観点から誘導施設に含める 

③事業等の実施区域 
○誘導施設の立地促進に資する市街地開発事業等のプロ
ジェクトの実施箇所（予定含む）や、種地となりうる学
校等の公有地は含める 

④都市基盤の整備箇所 
○拠点内の環境形成に貢献している歩行環境整備等の実
施箇所（予定含む）は、駅からの連続性等を条件として
含める 

 

◇商業地域 
◇近隣商業地域 
◇準工業地域 

原則、含める 
（誘導施設の立地誘導を優先す
べきエリアとして） 

◇工業専用地域 
◇工業地域 

原則、含めない 
（事業所等の操業環境を保全す
るものとして） 

◇住居系用途地域 
 （６種類） 

原則、含めない 
（住環境の保全を優先して） 
ただし、以下の②～④の条件を
満たす場合は、その条件を優先
し、含める ものとする 

 

【マイナスの視点】 現況土地利用との整合や安全性の確認  

⇒以下の条件に該当する箇所は、都市機能誘導区域の対象から除外する。 

 

 
条 件 内 容 

①一団地の非居住地 ○防衛施設用地等の非居住地は区域から除外する 

②災害リスク区域で 
対応が困難な箇所 

○災害リスクのある区域で、災害時の対応や対策工事の
実施が困難な箇所は除外する。 

③鉄道駅等からの高低差 
○鉄道駅等の拠点中心地からの連続性や高齢者の移動
負担等を考慮して、その中心地から高低差が過度にあ
る場合は除外する 

 

【プラスの視点】 から 【マイナスの視点】 を除いた箇所 

 

「生活圏の核」毎の都市機能誘導区域の設定 

【地形・地物や用途地域界、区域全体の形状（不整形になり過ぎない）等を考慮して細部の調整】 
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２）既存の施設集積状況を考慮した拠点設定箇所における都市機能誘導区域の設定 

   目指すべき都市の骨格構造においては、前項の生活圏の核以外にも利便性の高い鉄道駅
周辺で、都市機能が集積している区域に都市機能誘導区域を設定し、それら箇所において
は、以下の条件のとおり、都市機能誘導区域の設定をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆都市機能誘導区域の設定箇所（既存の施設集積状況を考慮した拠点設定箇所） 

 既存の施設集積状況を考慮した拠点設定箇所 

【地区の生活拠点】 
①逸見駅周辺        ⑤馬堀海岸駅周辺 
②県立大学駅周辺     ⑥京急長沢駅周辺 
③堀ノ内駅周辺       ⑦津久井浜駅周辺 
④京急大津駅周辺 

〈条件〉 各鉄道駅の商業系の用途地域 

⇒交通利便性の高いエリアである鉄道駅を中心として、鉄道駅に隣接して指定されている
近隣商業地域の全域を都市機能誘導区域に設定する。 

 

「既存の施設集積状況を考慮した拠点設定箇所」毎の 

都市機能誘導区域の設定 
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都市機能誘導区域の設定の考え方を踏まえ、本市の都市機能誘導区域は、以下のとお
りとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４－２ 都市機能誘導区域の設定箇所 

◆本市の都市機能誘導区域の設定箇所 

都市機能誘導区域 
（全市合計） 

468.4ha 
 ※市街化区域面積 6,627haに対して約 7.1％を占める 
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No. 名  称 拠  点 面 積 （ha） 

１ 横須賀中央駅等周辺都市機能誘導区域 

【都市拠点】 

横須賀駅周辺 

汐入駅周辺 

横須賀中央駅周辺 

平成町周辺 

【地区の生活拠点】 

逸見駅周辺 

県立大学駅周辺 

209.5  

２ 追浜駅周辺都市機能誘導区域 
【地域拠点】 

追浜駅周辺 
40.9  

３ 京急田浦駅周辺都市機能誘導区域 
【地域拠点】 

京急田浦駅周辺 
9.8  

４ 衣笠駅周辺都市機能誘導区域 
【地域拠点】 

衣笠駅周辺 
18.7  

５ 北久里浜駅周辺都市機能誘導区域 
【地域拠点】 

北久里浜駅周辺 
29.2  

６ 浦賀駅周辺都市機能誘導区域 
【地域拠点】 

浦賀駅周辺 
10.8  

７ 京急久里浜駅周辺都市機能誘導区域 
【地域拠点】 

京急久里浜駅周辺 
53.9  

８ ＹＲＰ野比駅周辺都市機能誘導区域 
【地域拠点】 

ＹＲＰ野比駅周辺 
15.8  

９ 林交差点周辺都市機能誘導区域 
【地域拠点】 

林交差点駅周辺 
23.0  

10 大楠山入口交差点周辺都市機能誘導区域 
【地区の生活拠点】 

大楠山入口交差点周辺 
12.2  

11 荒崎入口交差点周辺都市機能誘導区域 
【地区の生活拠点】 

荒崎入口交差点周辺 
32.3  

12 堀ノ内駅周辺都市機能誘導区域 
【地区の生活拠点】 

堀ノ内駅周辺 
2.4  

13 京急大津駅周辺都市機能誘導区域 
【地区の生活拠点】 

京急大津駅周辺 
3.4  

14 馬堀海岸駅周辺都市機能誘導区域 
【地区の生活拠点】 

馬堀海岸駅周辺 
1.6  

15 京急長沢駅周辺都市機能誘導区域 
【地区の生活拠点】 

京急長沢駅周辺 
2.1  

16 津久井浜駅周辺都市機能誘導区域 
【地区の生活拠点】 

津久井浜駅周辺 
2.8  

（合 計）  468.4  

 

 

◆都市機能誘導区域の名称・面積 
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①横須賀中央駅等周辺都市機能誘導区域 【総括図】 

   都市拠点内の４つの拠点（横須賀駅・汐入駅・横須賀中央駅・平成町）周辺で設定する
都市機能誘導区域については、一体性を有するものであり、同一の都市機能誘導区域とし
ています。 
また、逸見駅周辺及び県立大学駅周辺については、都市拠点と隣接しているため、併せ

て、同一の都市機能誘導区域としています。 
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①横須賀中央駅等周辺都市機能誘導区域 

（【都市拠点】横須賀駅周辺・【地区の生活拠点】逸見駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

横須賀駅周辺において指定され、ウェルシティ一帯が含
まれる準工業地域を主として設定しています。また、逸見
駅周辺の近隣商業地域等も本駅の半径 500m圏に含まれる
ため設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 20.9ha 
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①横須賀中央駅等周辺都市機能誘導区域 

（【都市拠点】汐入駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

汐入駅の半径 500m圏に含まれる商業地域・近隣商業地
域等において設定しています。また、西側の横須賀駅周辺
地区、東側の横須賀中央駅周辺地区と連続性のある中心市
街地の形成を図るため、区域は接する形で設定していま
す。 

（都市機能誘導区域面積） 27.8ha 
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①横須賀中央駅等周辺都市機能誘導区域 

（【都市拠点】横須賀中央駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

市街地再開発事業の検討地区を包括する２項再開発促進
地区を含み、その周辺部の半径 800m圏に含まれる商業地
域・近隣商業地域等において設定しています。また、駅南
側の中央図書館等についても、将来の建替え等も視野に入
れ、区域に含めています。 

（都市機能誘導区域面積） 87.3ha 
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①横須賀中央駅等周辺都市機能誘導区域 

（【都市拠点】平成町周辺・【地区の生活拠点】県立大学駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

平成町で指定されている地区計画「海辺ニュータウン地
区」での街区毎の土地利用を考慮して、①臨海部Ａ地区、
②臨海部Ｂ地区、③臨海部Ｃ地区、④業務施設地区、⑤文
化商業地区、⑥複合住宅地区の６つのエリアを主として設
定しています。 
また、西側の横須賀中央駅周辺地区と連続性のある中心

市街地の形成を図るため、区域は接する形で設定し、海側
のうみかぜ公園一帯や県立大学駅周辺に隣接する近隣商業
地域等についても区域に設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 73.5ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(利用圏の中心)県立保健福祉大学北側道路の中間点 
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②追浜駅周辺都市機能誘導区域（【地域拠点】追浜駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

追浜駅周辺の商業系用途地域のほか、市街地再開発事業
予定地、本地区の誘導施設（追浜行政センター等）、追浜
公園等を含めて設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 40.9ha 
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③京急田浦駅周辺都市機能誘導区域（【地域拠点】京急田浦駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

京急田浦駅の東側一帯の商業系用途地域のほか、本地区
の誘導施設（田浦行政センター、北健康福祉センター等）
等を含めて設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 9.8ha 
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④衣笠駅周辺都市機能誘導区域（【地域拠点】衣笠駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

衣笠駅周辺の商業系用途地域のほか、本地区の誘導施設
（衣笠病院）を含めて設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 18.7ha 
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⑤北久里浜駅周辺都市機能誘導区域（【地域拠点】北久里浜駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

北久里浜駅周辺の商業系用途地域、準工業地域、第二種
住居地域で設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 29.2ha 
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⑥浦賀駅周辺都市機能誘導区域（【地域拠点】浦賀駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

浦賀駅から南側に延びる幹線道路沿いの商業系用途地
域、西側の第一種住居地域で設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 10.8ha 
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⑦京急久里浜駅周辺都市機能誘導区域（【地域拠点】京急久里浜駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

京急久里浜駅周辺の商業系用途地域のほか、土地利用が
検討されているＪＲ久里浜駅周辺や、本地区の誘導施設
（久里浜行政センター、南図書館、南健康福祉センター
等）等を含めて設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 53.9ha 
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⑧ＹＲＰ野比駅周辺都市機能誘導区域（【地域拠点】ＹＲＰ野比駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

ＹＲＰ野比駅周辺の商業系用途地域、第一種住居地域で
設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 15.8ha 
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⑨林交差点周辺都市機能誘導区域（【地域拠点】林交差点周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

林交差点から東側及び国道１３４号沿道の商業系用途地
域のほか、本地区の誘導施設（西行政センター、西健康福
祉センター、市立市民病院）等を含めて設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 23.0ha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(利用圏の中心)林交差点 
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⑩大楠山入口交差点周辺都市機能誘導区域（【地区の生活拠点】大楠山入口交差点周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

国道１３４号沿道に指定されている第一種住居地域等で
設定しています。また、坂本芦名線の沿道についても、将
来的な沿道のポテンシャルを考慮して設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 12.2ha 
 

 

 

 

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用圏の中心)大楠山入口交差点 
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⑪荒崎入口交差点周辺都市機能誘導区域（【地区の生活拠点】荒崎入口交差点周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

国道１３４号沿道の第一種住居地域及び海岸沿いに指定
されている第二種中高層住居専用地域を設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 32.3ha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(利用圏の中心)井尻バス停 
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⑫堀ノ内駅周辺都市機能誘導区域（【地区の生活拠点】堀ノ内駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

駅に近接して指定されている近隣商業地域
の全域を設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 2.4ha 

 

 

 

 

 

 

⑬京急大津駅周辺都市機能誘導区域（【地区の生活拠点】京急大津駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

駅に近接して指定されている近隣商業地域
と 
隣接している大津行政センターを設定していま
す。 

（都市機能誘導区域面積） 3.4ha 

 

 

 

 

 

⑭馬堀海岸駅周辺都市機能誘導区域（【地区の生活拠点】馬堀海岸駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

駅に近接して指定されている近隣商業地域
の全域を設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 1.6ha 
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⑮京急長沢駅周辺都市機能誘導区域（【地区の生活拠点】京急長沢駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

駅に近接して指定されている近隣商業地域
の全域を設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 2.1ha 

 

 

 

 

 

 

⑯津久井浜駅周辺都市機能誘導区域（【地区の生活拠点】津久井浜駅周辺） 

（都市機能誘導区域の設定の考え方） 

駅に近接して指定されている近隣商業地域
の全域を設定しています。 

（都市機能誘導区域面積） 2.8ha 
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都市機能保全区域については、既存での日常生活の利便性の確保に寄与している施設
の継続的な立地を保全する区域です。一定規模以上の既存スーパーマーケット等の敷地
単位や、団地のセンター地区での用途地域の指定状況等を考慮して設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４－３ 都市機能保全区域の設定箇所 

◆本市の都市機能保全区域の設定箇所（１２箇所） 

都市機能保全区域 
（全市合計） 

10.9ha 
 ※都市機能誘導区域の合計面積 460.6haと併せた面積は、

市街化区域面積 6,627haに対して約 7.1％を占める 
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No. 名  称 面 積 （ha） 

１ 湘南鷹取団地都市機能保全区域 1.0  

２ 浦郷ボートパーク前都市機能保全区域 0.6  

３ 安針台都市機能保全区域 0.1  

４ 湘南池上団地都市機能保全区域 1.3  

５ 鴨居県道沿い都市機能保全区域 ※ 1.2  

６ 大矢部県道沿い都市機能保全区域 0.7  

７ 湘南山手団地都市機能保全区域 0.8  

８ 佐原県道沿い都市機能保全区域 ※ 1.8  

９ 岩戸団地都市機能保全区域 0.5  

10 ハイランド団地都市機能保全区域 1.7  

11 通研入口交差点都市機能保全区域 0.9  

12 佐島の丘団地都市機能保全区域 0.3  

（合 計）  10.9  

 ※「鴨居県道沿い都市機能保全区域」及び「佐原県道沿い都市機能保全区域」は、２箇所の合計面積 

 

 

 

  

◆都市機能保全区域の名称・面積 
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①湘南鷹取団地都市機能保全区域     ②浦郷ボートパーク前都市機能保全区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③安針台都市機能保全区域        ④湘南池上団地都市機能保全区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤鴨居県道沿い都市機能保全区域     ⑥大矢部県道沿い都市機能保全区域 
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⑦湘南山手団地都市機能保全区域     ⑧佐原県道沿い都市機能保全区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨岩戸団地都市機能保全区域       ⑩ハイランド団地都市機能保全区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪通研入口交差点都市機能保全区域    ⑫佐島の丘団地都市機能保全区域 
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（１）誘導施設の設定の基本的な考え方 

立地適正化計画では、都市機能誘導区域毎に地域の人口特性等に応じて必要な都市機
能増進施設※を検討し、立地を誘導すべき施設を定める必要があります。 

※都市機能増進施設：商業・医療・福祉その他の都市の居住者の共同の福祉または利便
のために必要な機能を持つ施設のこと 

立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）では、拠点ごとに想定される機能として、
以下の内容が例示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４－４ 誘導施設の設定方針 

◆拠点の特性に応じて想定される都市機能の配置の考え方（立地適正化計画の手引きより） 
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（２）本市の誘導施設の設定の考え方 

本市における誘導施設の設定の考え方を整理しています。 
 

１）誘導施設として検討する都市機能と施設 

国土交通省の手引きや本市の状況等を踏まえ、本市において検討する都市機能及び施
設は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆誘導施設として検討する都市機能と施設 

都市機能 対象施設選定の考え方 誘導施設として検討する施設 

行政機能 
✓中枢的な行政機能のほか、行政窓口
を有する施設を選定。 

１．市役所 

２．行政センター 

介護福祉 

機能 

✓高齢化の中で必要性の高まる施設
のうち、日常的に利用する施設を選
定。 

※長期入所系施設は除外 

１．訪問系事業所（訪問介護、訪問入浴介護等） 

２．通所系事業所（通所介護等） 

３．短期入所系事業所（短期入所生活介護等） 

４．小規模多機能事業所 

５．高齢者交流施設（老人福祉センター） 

６．地域包括支援センター 

子育て 

機能 

✓子育て世代にとって居住場所を決
める際の重要な要素となる日常的
な子育て支援サービスを提供する
施設を選定。 

１．認可保育所 

２．小規模保育施設 

３．その他認可外保育施設 

４．幼稚園 

５．認定こども園 

６．健康福祉センター 

７．地域子育て支援センター（愛らんど） 

商業機能 

✓集客力があり、まちの賑わいを生み
出す商業施設を選定。 

✓また、日々の生活に必要な生鮮品、
日用品等を提供する施設を選定。 

１．百貨店 

２．ショッピングセンター 

３．商店街 

４．スーパーマーケット 

５．コンビニエンスストア 

６．ドラッグストア 

医療機能 

✓総合的な医療サービスを提供する
施設、及び日常的な医療サービスを
提供する施設を選定。 

１．病院（高度急性期・急性期） 

２．病院（回復期・慢性期） 

３．診療所（内科または外科を含む施設） 

４．診療所（小児科を含む施設） 

金融機能 

✓日常的な引き出し、預け入れ等を行
う施設のほか、決済、融資等の窓口
業務を行う施設も選定。 

１．銀行（信用金庫、ＪＡバンク等含む） 

２．郵便局 

３．ＡＴＭ 

教育・ 

文化機能 

✓集客力があり、まちの賑わいを生み
出す施設のうち、市民の文化活動を
支える施設を選定。 

１．芸術劇場・文化会館 

２．博物館 

３．中央図書館 

４．図書館（北・南・児童） 

５．図書室（サテライト館） 

６．生涯学習センター 

７．コミュニティセンター 

８．美術館 

９．青少年の家 
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２）誘導施設の設定の考え方 

誘導施設の設定にあたっては、施設毎の特性に応じて、必ずしも拠点（都市機能誘導区
域）に集約するのではなく、「拠点に集積していることが望ましい施設（拠点集積型施設）」
と、拠点内も含め「地域に分散していた方が利用しやすい施設（分散配置型施設）」に分類
し、「拠点集積型施設」については、誘導施設として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

拠点集積型施設 
～拠点へ集積している 

ことが望ましい施設～ 

施設の役割に応じて配置を誘導 

分散配置型施設 
～地域に分散して立地して 

いた方が利用しやすい施設～ 

◆拠点集積型施設と分散配置型施設 

「誘導施設」として設定します 

「誘導施設」として設定しません 
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３）拠点集積型施設（誘導施設）とする施設 

前項の考え方のもと、本市での既存の立地状況等を踏まえて、拠点集積型施設とする
施設を以下に整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆拠点集積型施設と分散配置型施設の振り分け 

都市機能 
立地に対する分類 

拠点集積型施設 分散配置型施設 

行政機能 
１．市役所 ― 

２．行政センター ― 

介護福祉 

機能 

― １．訪問系事業所（訪問介護、訪問入浴介護等） 

― ２．通所系事業所（通所介護等） 

― ３．短期入所系事業所（短期入所生活介護等） 

― ４．小規模多機能事業所 

― ５．高齢者交流施設（老人福祉センター） 

― ６．地域包括支援センター 

子育て 

機能 

― １．認可保育所 

― ２．小規模保育施設 

― ３．その他認可外保育施設 

― ４．幼稚園 

― ５．認定こども園 

６．健康福祉センター ― 

７．地域子育て支援センター（愛らんど） ― 

商業機能 

１．百貨店 ― 

２．ショッピングセンター ― 

― ３．商店街 

４．スーパーマーケット ― 

― ５．コンビニエンスストア 

― ６．ドラッグストア 

医療機能 

１．病院（高度急性期・急性期） ― 

― ２．病院（回復期・慢性期） 

― ３．診療所（内科または外科を含む施設） 

― ４．診療所（小児科を含む施設） 

金融機能 

１．銀行（信用金庫、ＪＡバンク等含む） ― 

― ２．郵便局 

― ３．ＡＴＭ 

教育・ 

文化機能 

１．芸術劇場・文化会館 ― 

２．博物館 ― 

３．中央図書館 ― 

４．図書館（北・南・児童） ― 

― ５．図書室（サテライト館） 

６．生涯学習センター ― 

― ７．コミュニティセンター 

― ８．美術館 

― ９．青少年の家 

 

「誘導施設」として設定します 
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   前項で整理した拠点集積型施設について、拠点毎の都市機能誘導の考え方を踏まえて
整理を行うと以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４－５ 誘導施設の設定内容 

◆各都市機能誘導区域の誘導施設(まとめ) 

 

※１：地区の生活拠点である逸見駅周辺・県立大学駅周辺は、都市拠点の都市機能誘導区域に含まれる。 
※２：追浜駅、京急久里浜駅は鉄道駅乗車人数・既存都市機能の立地状況を加味し、都市拠点を補完する副次拠点として地域拠点 A とする。 
※３：北下浦行政センターの立地等については、今後の検討事項とする。 

都市機能 拠点集積型施設 

都市機能誘導区域の種別 

都市拠点 
※１ 

地域拠点 ※２ 
地区の生活拠点 

Ａ Ｂ 

・
平
成
町
周
辺
の
中
心
市
街
地 

・
横
須
賀
中
央
駅
周
辺 

・
汐
入
駅
周
辺 

・
横
須
賀
駅
周
辺 

②
追
浜
駅
周
辺 

③
京
急
久
里
浜
駅
周
辺 

④
京
急
田
浦
駅
周
辺 

⑤
衣
笠
駅
周
辺 

⑥
北
久
里
浜
駅
周
辺 

⑦
浦
賀
駅
周
辺 

⑧
Ｙ
Ｒ
Ｐ
野
比
駅
周
辺 

⑨
林
交
差
点
周
辺 

⑩
荒
崎
入
口
交
差
点
周
辺 

⑪
大
楠
山
入
口
交
差
点
周
辺 

⑫
堀
ノ
内
駅
周
辺 

⑬
京
急
大
津
駅
周
辺 

⑭
馬
堀
海
岸
駅
周
辺 

⑮
京
急
長
沢
駅
周
辺 

⑯
津
久
井
浜
駅
周
辺 

行政機能 
市役所 ●                

行政センター ● ● ● ● ● □ ● □ ● □ □  ● □ ○ □ 

子育て 

機能 

健康福祉センター ● □ ● ● □ □ □ □ ●        

地域子育て支援センター 

（愛らんど） 
● ● ● ● □ □ □ □ ●        

商業機能 

百貨店 ● ○ ○              

ショッピングセンター ● ● ●              

スーパーマーケット ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

医療機能 
病院 

（高度急性期・急性期） 
● ● ○  ●    ●        

金融機能 

銀行 

（信用金庫、ＪＡバンク 

等含む） 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 

教育・ 

文化機能 

芸術劇場・文化会館 ●                

博物館 ●                

中央図書館 ●                

図書館（北・南・児童） ● ● ●              

生涯学習センター ●                

 

① 

※３ 

【拠点集積型施設の分類】 

● ： 誘導施設に設定する （当該都市機能誘導区域内に既に立地している施設の維持や充実を
図るため） 

○ ： 誘導施設に設定する （当該都市機能誘導区域内に立地していないため、新規誘導を図るため） 

□ ： 誘導施設に設定しない （当該都市機能誘導区域の同エリア内（４地域や１０地区）に既に適切

な立地がなされているため。ただし、建替え時には、利用者の利便性
等も考慮し、都市機能誘導区域内への移転も念頭に置いて検討） 

□ ： 誘導施設に設定しない 
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【参考】各施設の定義 

   各施設の定義は以下のとおりです。 

〈拠点集積型施設〉 

都市機能 施  設 定  義 

行政機能 

市役所 地方自治法第 4条第 1項に規定する施設 

行政センター 地方自治法第 155条第 1項に規定する施設 

子育て 
機能 

健康福祉センター 
地域保健法第 18 条第 1 項に規定する施設であって、横須賀市健
康福祉センター条例第 2条第 1項に規定する健康福祉センター 

地域子育て支援センター 
（地域子育て支援拠点事業： 
愛らんど） 

児童福祉法第 6条の 3第 6項に規定する地域子育て支援拠点事業
であって、地域子育て支援拠点事業実施要項に規定する地域子育
て支援拠点事業 

商業機能 

百貨店 
大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項に規定する店舗面積 10,000
㎡以上の商業施設 

ショッピングセンター 
大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項に規定する店舗面積 10,000
㎡以上の商業施設（共同店舗・複合施設含む施設） 

スーパーマーケット 
小売店舗のうち、生活に必要な飲食料品や生鮮食料品を取り扱う
店舗（ドラッグストアを除く） 

医療機能 病院（高度急性期・急性期） 
医療法第 1条の 5第 1項に規定する病院のうち、高度急性期もし
くは急性期機能を有した施設 

金融機能 
銀行 
（信用金庫、ＪＡバンク等含む） 

銀行法第 2 条に規定する銀行、農水産業協同組合貯金保険法第 2
条第 4項第 1号に規定する信用事業、信用金庫法に規定する信用
金庫を行う施設 

教育・ 
文化機能 

芸術劇場・文化会館 
横須賀市芸術劇場条例第 2条に規定する芸術劇場、横須賀市文化
会館条例第 2条に規定する文化会館 

博物館 
博物館法第 2条第 1項に規定する博物館であって、横須賀市博物
館条例第 2条第 1項に規定する博物館 

中央図書館 
図書館法第 2条第 1項に規定する図書館であって、横須賀市図書
館条例第 2条第 1項に規定する中央図書館 

図書館（北・南・児童） 

図書館法第 2条第 1項に規定する図書館であって、横須賀市図書
館条例第 2 条第 1 項に規定する北図書館・南図書館及び同条第 2
項に規定する児童図書館 

生涯学習センター 
横須賀市生涯学習センター条例第 2条第 1項に規定する生涯学習
センター 
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〈分散配置型施設〉 

都市機能 施  設 定  義 

介護福祉 
機能 

訪問系事業所 
（訪問介護、訪問入浴介護等） 

老人福祉法及び介護保険法に定める施設であって、訪問を目的と
する事業所 

通所系事業所 
（通所介護等） 

老人福祉法及び介護保険法に定める施設であって、通所を目的と
する事業所 

短期入所系事業所 
（短期入所生活介護等） 

老人福祉法及び介護保険法に定める施設であって、短期入所を目
的とする事業所 

小規模多機能事業所 
老人福祉法及び介護保険法に定める施設であって、訪問・通所・
宿泊を組み合わせてサービスを提供することを目的とする事業所 

高齢者交流施設 
（老人福祉センター） 

老人福祉法第 15 条第 5 項に規定する施設であって、横須賀市老
人福祉センター条例第 2条第 1項に規定する老人福祉センター 

地域包括支援センター 介護保険法第 115条の 46第 1項に規定する施設 

子育て 
機能 

認可保育所 
児童福祉法第 39 条第 1 項に規定する保育所（同法第 35 条第 4
項の認可を受けているものに限る） 

小規模保育施設 
児童福祉法第 6条の 3第 10項第 1号に規定する施設（3歳児未
満を対象とした定員 6名以上 19名以下の施設） 

その他認可外保育施設 児童福祉法第 59条の 2第 1項の規定による届出をしている施設 

幼稚園 学校教育法第 1条に規定する幼稚園 

認定こども園 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律第 2条第 6項に規定する認定こども園 

商業機能 

商店街 
主に横須賀商店街連合会に属する、購買や飲食等の目的と共に、
地区の賑わい向上に資する商店街 

コンビニエンスストア 

飲食料品を取り扱っており、売場面積 30㎡以上 250㎡未満で、
営業時間が 1日 14時間以上のセルフサービス方式の販売店(統計
法における基幹統計調査である商業統計調査での定義を適用) 

ドラッグストア 医薬品と共に、生活に必要な飲食料品や生鮮食料品を扱う店舗 

医療機能 

病院 
（回復期・慢性期） 

医療法第 1条の 5第 1項に規定する病院のうち、回復期もしくは
慢性期機能を有した施設 

診療所 
（内科または外科を含む施設） 

医療法第 1条の 5第 2項に規定する診療所のうち、内科・外科の
いずれかを診療科目としている施設 

診療所 
（小児科を含む施設） 

医療法第 1条の 5第 2項に規定する診療所のうち、小児科を診療
科目としている施設 

金融機能 

郵便局 日本郵便株式会社法第 2条第 4項に規定する郵便局 

ＡＴＭ 
現金の引出・振込・預入について、無人のサービス対応が可能な
ＡＴＭ設置箇所（銀行ＡＴＭコーナー、コンビニエンスストア等) 

教育・ 
文化機能 

図書室（サテライト館） 
図書館法第 3条第 5項に規定する配本所に類する施設であって、
横須賀市図書館施行規則第 7条第 1項に規定する施設 

コミュニティセンター 
横須賀市コミュニティセンター条例第 2条第 1項に規定するコミ
ュニティセンター 

その他（美術館、青少年の家） 

市民の教育・文化に関する増進に寄与する施設。美術館、青少年
の家を対象とする。美術館は、博物館法に基づく美術館であって、
美術館条例第 2条第 1項に規定する美術館。青少年の家は、青少
年の家条例第 2条第 1項に規定する青少年の家 
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   都市機能誘導区域外での誘導施設の整備等の動向を把握するため、都市機能誘導区域外 
で以下の行為を行う場合には、原則として、３０日前までに市への届出が必要となります。 

 
  届出された都市機能誘導区域外での当該行為については、市より、都市機能誘導区域内
への移転等の勧告を行う場合があります。 

 
  なお、本市の独自の考えにより設定を行う都市機能保全区域内での当該行為において届
出がなされた場合については、現在、立地する施設と同様の建物用途（主にスーパーマー
ケット）であれば、原則、上記の勧告等は行いません。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

上記とあわせて、本計画で設定した都市機能誘導区域内で誘導施設となっている既存施
設について、休止または廃止する場合は、それらを行う 30日前までに市への届出が必要
となります。 
その際、市は存置その他の必要な助言または勧告を行う場合があります。 

 

開発行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 

建築等行為 
①誘導施設を有する建築物を新築する場合 

②建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

③建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

４－６ 誘導施設に係る届出制度 

◆都市機能誘導区域外で届出の対象となる行為 

【例：スーパーマーケットの場合】 




